
 

 

 

 

 

札幌市の交通安全 https://www.city.sapporo.jp/kotsuanzen/ 

            

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市における緊急対策実施基準 

 札幌市において飲酒運転による逮捕事案が連続した３日間で４件以上発生  

４月 21日(火)～27日(月) 

４月１８日から４月１９日の２日間において、札幌市内で４名が飲酒運転により逮捕

されたことを受け、札幌市内を対象に「飲酒運転根絶緊急対策」を実施しています。 

  【酒酔い運転】 

   罰則・・5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 

   行政処分・・基礎点数 35点 

  【酒気帯び運転】 

罰則・・3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 

   行政処分・・基礎点数 13点（呼気中ｱﾙｺｰﾙ濃度 0.15ｍｇ/ｌ以上 0.25ｍｇ/ｌ未満） 

         基礎点数 25点（呼気中ｱﾙｺｰﾙ濃度 0.25ｍｇ/ｌ以上） 

「飲酒運転をしない！させない！許さない！そして見逃さない！！」 

を合言葉に飲酒運転を根絶しましょう！ 

交通ルールの遵守でＳＴＯＰ交通事故！！ 


